
利用希望施設・利用希望者
利用申請
※施設としての申請
※利用者ごとの申請

医師・歯科医師以外の利用希望者
※セキュリティ等の説明を聞いていただ
くことを登録の条件としています。

利用希望者
ID・パスワードを受け取る

利用希望者
パソコンの設定作業の後
利用開始

「もがみネット」の申込みと利用までの流れ

情報開示病院
○登録作業
○ID・パスワードの発行

両方の提出が必要です

【もがみネットを利用できる方】

【閲覧できる情報】

法律により守秘義務が課せられている医療職または介護職および、就業規則等により守秘

義務が課せられている者 （医師・歯科医師・看護師・薬剤師・ケアマネジャーなど）

・患者情報 ・入退院情報（入院期間、食事情報）
・病名情報、アレルギー情報 ・処方情報 ・注射情報
・検査結果情報（検体検査）
・検査依頼情報（放射線、内視鏡、超音波）
・画像（放射線、超音波、内視鏡）※
・検査レポート（放射線、超音波、内視鏡）※
・文書（退院時サマリ、看護サマリ、診療録（プログレスノート））

※の項目～介護職・事務職については、必要性の観点から閲覧を制限しています。

※もがみネットの利用には、インターネットを利用できる環境が必要です。
※もがみネットの利用は無料です。
※もがみネットを利用するには、利用申請を行う必要があります。
※患者さんの情報提供を受けるには、患者さんに同意を得る必要があります。


